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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　拡大して観察することで識別可能な立体形状を有し、前記立体形状が少なくとも曲面を
有する微粒子の製造方法であって、
　拡大して観察することで識別可能な情報が前記立体形状であり、前記微粒子が前記立体
形状を有する表面と、前記表面に対向する裏面とを有し、前記微粒子表面の５０％以上が
曲面で構成されており、
　基板上に、溶媒溶解性を有する犠牲層および感光性樹脂層が順に積層された積層体を準
備する積層体準備工程と、
　前記感光性樹脂層に階調露光を施し、現像処理を行い、前記立体形状を形成する露光現
像工程と、
　前記犠牲層を溶解する犠牲層溶解工程と
　を有することを特徴とする微粒子の製造方法。
【請求項２】
　拡大して観察することで識別可能な立体形状を有し、前記立体形状が少なくとも曲面を
有する微粒子の製造方法であって、
　拡大して観察することで識別可能な情報が前記立体形状であり、前記微粒子が前記立体
形状を有する表面と、前記表面に対向する裏面とを有し、前記微粒子表面の５０％以上が
曲面で構成されており、
　基板上に感光性樹脂層が形成された積層体を準備する積層体準備工程、および、前記感
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光性樹脂層に階調露光を施し、現像処理を行い、前記立体形状または前記立体形状とは逆
の立体形状を形成する露光現像工程を有し、原版を形成する原版形成工程と、
　前記原版を用いて、前記微粒子を形成する微粒子形成工程と
　を有することを特徴とする微粒子の製造方法。
【請求項３】
　前記露光現像工程の階調露光では、前記感光性樹脂層に描画装置により直接描画を行う
ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の微粒子の製造方法。
【請求項４】
　前記露光現像工程の階調露光では、階調マスクを用いることを特徴とする請求項１また
は請求項２に記載の微粒子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、微粒子による偽造防止技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　偽造防止技術としては、ホログラム、透かし、潜像模様、パールインキ、発光インキ、
凹版印刷、マイクロ文字等が知られている。中でも、偽造防止技術が適用されていること
が容易に確認できない場合には模倣の可能性が低くなることから、目視（肉眼）では確認
できない情報を利用する偽造防止技術が注目されている。しかしながら、近年では印刷技
術が発展し高精細な印刷が可能となっていることから、目視では確認できない情報であっ
ても、情報の位置が特定されると、模倣される可能性が高くなるという問題があった。
【０００３】
　そこで、微粒子による偽造防止技術が提案されている。この微粒子は、タガント（tagg
ant）（追跡用添加物）とも称されるものであり、偽造防止媒体に適用した際には、個体
によって微粒子の位置が異なることから、微粒子自体の確認が難しく、複製が困難であり
、高度な偽造防止を実現することができる。また、個体の識別も可能となる。
【０００４】
　上記微粒子には、拡大して観察することで識別可能な情報を有するものが知られており
、例えば、文字、数字、符号、標章等の記号や特殊な形状を有する微粒子や、有色の薄膜
が複数層積層された微粒子が提案されている（例えば特許文献１～４参照）。記号や特殊
な形状を有する微粒子では、拡大して記号や特殊な形状を識別することで、真贋判定を行
うことができる。また、有色の薄膜が複数層積層された微粒子では、拡大して積層した色
のパターンを識別することで、真贋判定を行うことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第３６６５２８２号公報
【特許文献２】特開２００８－２３０２２８号公報
【特許文献３】特開２００９－１９３０６９号公報
【特許文献４】特開２００１－２８８６９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記の記号や特殊な形状を有する微粒子は、一般的に平面的な粒子であり、製造が容易
である。そのため、模倣される可能性がある。
　本発明は上記実情に鑑みてなされたものであり、微粒子による偽造防止技術において、
新規な微粒子を提供することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　本発明は、上記目的を達成するために、拡大して観察することで識別可能な立体形状を
有し、上記立体形状が少なくとも曲面を有することを特徴とする微粒子を提供する。
【０００８】
　本発明によれば、拡大して観察することで識別可能な情報が、少なくとも曲面を有する
立体形状であるので、従来の平面で構成されているものと比較して、微粒子の製造が困難
であり、偽造防止効果を向上させることが可能である。また本発明によれば、少なくとも
曲面を有する立体形状とすることで、表現できる識別可能な情報の選択肢が広がるため、
多彩なデザインが可能であり、自他識別機能を発揮させることも可能となる。
【０００９】
　上記発明においては、上記微粒子が、感光性樹脂を含有することが好ましい。感光性樹
脂を用いることで、直接描画や階調マスク等により生産性良く安価に微粒子を製造するこ
とができるからである。
【００１０】
　また本発明においては、上記微粒子表面の５０％以上が曲面で構成されていることが好
ましい。微粒子表面での曲面の割合が多いほど、光の反射により立体形状を視認しやすく
、容易に識別可能となるからである。
【００１１】
　さらに本発明においては、上記微粒子の粒径（Ｌ）および上記微粒子の厚み（Ｈ）が、
Ｈ／Ｌ≧１／３０を満たすことが好ましい。微粒子の粒径（Ｌ）に対する微粒子の厚み（
Ｈ）の比が上記範囲であれば、光の反射により立体形状を視認しやすく、容易に識別可能
となるからである。
【００１２】
　また本発明の微粒子は、紫外線発光材料、赤外線発光材料、赤外線反射材料、赤外線吸
収材料、量子ドット材料および磁性材料からなる群から選択される少なくとも１種を含有
することが好ましい。微粒子を視認しやすく、真贋判定が容易になるとともに、偽造防止
効果を向上させることができるからである。
【００１３】
　さらに本発明の微粒子は、樹脂層と、上記樹脂層上に形成され、上記微粒子の表面に形
成された金属層とを有することも好ましい。立体形状を有する微粒子の表面に金属層が形
成されていることで、光の反射により立体形状を視認しやすく、真贋判定が容易になると
ともに、偽造防止効果を向上させることができるからである。
【００１４】
　また本発明は、上述の微粒子を含有することを特徴とする偽造防止用インクおよび偽造
防止用トナーを提供する。
　本発明においては、上述の微粒子を含有するので、本発明の偽造防止用インクおよび偽
造防止用トナーを用いることにより、偽造防止効果に優れた偽造防止媒体を得ることが可
能である。また、本発明の偽造防止用インクおよび偽造防止用トナーを偽造防止媒体に用
いる際には、支持体上に本発明の偽造防止用インクを塗布したり、支持体上に本発明の偽
造防止用トナーを転写したりすることにより、支持体上に微粒子を容易に固定することが
できるので、種々の支持体に使用することが可能であり、支持体の形状等の選択の幅が広
いという利点を有する。
【００１５】
　さらに本発明は、上述の微粒子が透明樹脂中に分散された微粒子含有層を有することを
特徴とする偽造防止用シートを提供する。
　本発明においては、上述の微粒子を含有する微粒子含有層を有するので、本発明の偽造
防止用シートを用いることにより、偽造防止効果に優れた偽造防止媒体を得ることが可能
である。また、本発明の偽造防止用シートにおける微粒子の個数や位置を予め決めた状態
で、偽造防止媒体に適用することができるので、高度な偽造防止を実現することが可能で
ある。
【００１６】
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　また本発明は、支持体上に、上述の微粒子が固定されていることを特徴とする偽造防止
媒体を提供する。
　本発明の偽造防止媒体においては、上述の微粒子を用いるので、偽造防止に非常に有用
である。また本発明においては、ルーペ等の簡易器具のみで、真贋判定を容易に行うこと
が可能である。
【００１７】
　また本発明は、拡大して観察することで識別可能な立体形状を有し、上記立体形状が少
なくとも曲面を有する微粒子の製造方法であって、基板上に、溶媒溶解性を有する犠牲層
および感光性樹脂層が順に積層された積層体を準備する積層体準備工程と、上記感光性樹
脂層に階調露光を施し、現像処理を行い、上記立体形状を形成する露光現像工程と、上記
犠牲層を溶解する犠牲層溶解工程とを有することを特徴とする微粒子の製造方法を提供す
る。
【００１８】
　本発明においては、感光性樹脂層に階調露光を施して、所定の立体形状を有する微粒子
を製造するので、生産性良く安価に微粒子を製造することが可能である。また本発明にお
いては、感光性樹脂層に階調露光を施すので、複雑な立体形状も形成することが可能であ
り、偽造防止効果に優れる微粒子を得ることが可能となる。
【００１９】
　さらに本発明は、拡大して観察することで識別可能な立体形状を有し、上記立体形状が
少なくとも曲面を有する微粒子の製造方法であって、基板上に感光性樹脂層が形成された
積層体を準備する積層体準備工程、および、上記感光性樹脂層に階調露光を施し、現像処
理を行い、上記立体形状または上記立体形状とは逆の立体形状を形成する露光現像工程を
有し、原版を形成する原版形成工程と、上記原版を用いて、上記微粒子を形成する微粒子
形成工程とを有することを特徴とする微粒子の製造方法を提供する。
【００２０】
　本発明においては、原版を用いて所定の立体形状を有する微粒子を製造するので、微粒
子の形成に樹脂成分、金属等の種々の材料を使用することができ、微粒子の材料の選択肢
が広がるという利点を有する。また本発明によれば、感光性樹脂層に階調露光を施して、
原版を作製するので、生産性良く安価に微粒子を製造することが可能である。さらに本発
明においては、感光性樹脂層に階調露光を施すので、複雑な立体形状も形成することが可
能であり、偽造防止効果に優れる微粒子を得ることが可能となる。
【００２１】
　上記発明においては、上記露光現像工程の階調露光では、上記感光性樹脂層に描画装置
により直接描画を行うことが好ましい。また上記発明においては、上記露光現像工程の階
調露光では、階調マスクを用いることも好ましい。複雑な立体形状も形成可能となるから
である。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明においては、拡大して観察することで識別可能な情報が、少なくとも曲面を有す
る立体形状であるので、従来の平面で構成されているものと比較して、微粒子の製造が困
難であり、偽造防止効果を向上させることが可能であるとともに、多彩なデザインが可能
であるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の微粒子の一例を示す上面図および断面図である。
【図２】本発明の微粒子の他の例を示す斜視図および側面図である。
【図３】本発明の微粒子の他の例を示す上面図および断面図である。
【図４】本発明の微粒子の他の例を示す概略断面図である。
【図５】本発明の偽造防止用シートの一例を示す概略断面図である。
【図６】本発明の偽造防止用シートの他の例を示す概略断面図である。
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【図７】本発明の偽造防止用シートの他の例を示す概略断面図である。
【図８】本発明の偽造防止用シートの他の例を示す概略断面図である。
【図９】本発明の偽造防止用シートの他の例を示す概略断面図である。
【図１０】本発明の偽造防止用シートの他の例を示す概略断面図である。
【図１１】本発明の偽造防止用シートの検査方法の一例を示す模式図である。
【図１２】本発明の偽造防止媒体の一例を示す上面図および断面図である。
【図１３】本発明の偽造防止媒体の他の例を示す上面図、断面図および斜視図である。
【図１４】本発明の微粒子の製造方法の一例を示す工程図である。
【図１５】本発明の微粒子の製造方法の他の例を示す工程図である。
【図１６】本発明の微粒子の製造方法の他の例を示す工程図である。
【図１７】本発明の微粒子の製造方法の他の例を示す工程図である。
【図１８】従来の微粒子の一例を示す上面図および断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の微粒子、偽造防止用インク、偽造防止用トナー、偽造防止用シート、偽
造防止媒体、および微粒子の製造方法について詳細に説明する。
【００２５】
　Ａ．微粒子
　本発明の微粒子は、拡大して観察することで識別可能な立体形状を有し、上記立体形状
が少なくとも曲面を有することを特徴とするものである。
【００２６】
　本発明の微粒子について図面を参照しながら説明する。
　図１（ａ）、（ｂ）は本発明の微粒子の一例を示す模式図であり、図１（ａ）は上面図
、図１（ｂ）は図１（ａ）のＡ－Ａ線断面図である。図１（ａ）、（ｂ）に示す微粒子１
は、表面５および裏面６を有し、表面５に拡大して観察することで識別可能な立体形状２
（ティーポット）を有しており、この立体形状２は曲面で構成されている。
【００２７】
　図２（ａ）～（ｃ）は本発明の微粒子の他の例を示す模式図であり、図２（ａ）、（ｂ
）は斜視図、図２（ｃ）は側面図である。図２（ａ）～（ｃ）に示す微粒子１Ａ～１Ｃは
それぞれ、表面５および裏面６を有し、表面５に拡大して観察することで識別可能な立体
形状２（Ｄ・Ｎ・Ｐの文字）を有しており、この立体形状２は曲面で構成されている。
【００２８】
　図１８（ａ）、（ｂ）は従来の微粒子の一例を示す模式図であり、図１８（ａ）は上面
図、図１８（ｂ）は図１８（ａ）のＸ－Ｘ線断面図である。図１８（ａ）、（ｂ）に示す
微粒子１０１は、例えば金属多層膜１０３の表面に凹部がパターン状に形成されたもので
あり、拡大して観察することで識別可能な部分１０２（星）を有し、この識別可能な部分
１０２は平面で構成されている。
【００２９】
　本発明によれば、拡大して観察することで識別可能な情報が、少なくとも曲面を有する
立体形状であるので、平面で構成されている従来のものと比較して、微粒子の製造が困難
であり、偽造防止効果を向上させることが可能である。また本発明によれば、少なくとも
曲面を有する立体形状とすることで、表現できる識別可能な情報の選択肢が広がるため、
多彩なデザインが可能であり、自他識別機能を発揮させることも可能となる。
【００３０】
　以下、本発明の微粒子における各構成について説明する。
【００３１】
　１．立体形状
　本発明における立体形状は、拡大して観察することで識別可能なものであり、少なくと
も曲面を有するものである。
【００３２】
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　なお、「拡大して観察することで識別可能」とは、目視観察では識別困難であり、ルー
ペ等の簡易拡大鏡や顕微鏡等の光学的拡大装置を用い、拡大して観察することで識別可能
であることをいう。
【００３３】
　立体形状が少なくとも曲面を有することは、反射特性を測定することにより確認するこ
とができる。平面は法線方向が一つであるのに対して、曲面は法線方向が場所によって異
なる。そのため、平面と曲面とでは反射光の明暗が異なる。また、平面と曲面とでは光の
入射角度を変化させたときの反射光の明暗の変化も異なる。
　具体的に、立体形状が曲面を有することは、破壊式または非破壊式の検査手法にて確認
することができる。
　破壊式の検査方法は、例えばカッターやカミソリ、ミクロトーム等により微粒子を切断
し、ルーペや顕微鏡等により拡大して観察することにより確認する手法が挙げられる。
　非破壊式の検査方法は、接触式または非接触式の形状測定を行うことにより確認する手
法が挙げられる。接触式の形状測定は、例えば針を微粒子に接触させ、移動させることに
より形状を計測する触針式の形状測定機を用いる手法が挙げられる。非接触式の形状測定
は、例えば可干渉性の少ない白色光を光源として、ミラウ型やマイケルソン型などの等光
路干渉計を利用し、測定面に対応するCCD各画素の等光路位置（干渉強度が最大になる位
置）を、干渉計対物レンズを垂直走査（スキャン）して見つける手法にて形状を計測する
、走査型白色干渉計を用いる手法が挙げられる。
【００３４】
　立体形状は、少なくとも曲面を有していればよく、例えば、曲面のみを有していてもよ
く、曲面および平面を有していてもよい。
【００３５】
　立体形状の大きさとしては、拡大して観察することで識別可能であれば特に限定される
ものではないが、具体的には３００μｍ以下であることが好ましく、２５０μｍ以下であ
ることがより好ましい。立体形状が大きすぎると、目視で観察可能となり、偽造防止効果
が低下するおそれがあるからである。また、立体形状の大きさは、ルーペ等の簡易拡大鏡
を用いて観察可能であることが好ましく、具体的には５０μｍ以上であることが好ましい
。簡易拡大鏡等の簡易器具での観察が可能であれば、容易に真贋判定することができるか
らである。
【００３６】
　このような立体形状としては、人物、動物、植物、食物、道具、乗物、建物、風景や、
文字、数字、符号、標章等の記号等の任意の立体形状とすることができる。これらの立体
形状は、本発明の微粒子の用途等に合わせた形状とすることができ、また所定の意味を表
現する形状とすることもできる。
　本発明の微粒子は、図１（ａ）に例示するように同一の立体形状を有する１種類の微粒
子であってもよく、図２（ａ）に例示するように異なる立体形状を有する２種類以上の微
粒子の集合体であってもよい。
【００３７】
　２．微粒子の構造
　本発明の微粒子は、上記立体形状を有するものである。
　本発明の微粒子は、拡大して観察することで識別可能な情報として、上記立体形状を有
していればよく、例えば、図１（ａ）、（ｂ）および図２（ａ）～（ｃ）に示すように立
体形状２のみを有していてもよく、図３（ａ）、（ｂ）に示すように立体形状２および印
（しるし）３を有していてもよい。
　なお、図３（ａ）、（ｂ）は本発明の微粒子の他の例を示す模式図であり、図３（ａ）
は上面図、図３（ｂ）は図３（ａ）のＣ－Ｃ線断面図である。
【００３８】
　印の大きさとしては、拡大して観察することで識別可能であれば特に限定されるもので
はないが、具体的には３００μｍ以下であることが好ましく、２５０μｍ以下であること
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がより好ましい。印が大きすぎると、目視で観察可能となり、偽造防止効果が低下するお
それがあるからである。また、印の大きさは、ルーペ等の簡易拡大鏡を用いて観察可能で
あることが好ましく、具体的には５０μｍ以上であることが好ましい。簡易拡大鏡等の簡
易器具での観察が可能であれば、容易に真贋判定することができるからである。なお、印
の大きさは５０μｍ以下であってもよい。この場合、簡易器具による真贋判断は困難とな
るが、顕微鏡等を用いての観察が可能である。印が小さくなれば、製造が困難となり偽造
防止効果も高くなる。
【００３９】
　印としては、例えば、文字、数字、符号、標章等の記号等が挙げられる。これらの印は
、本発明の微粒子の用途等に合わせた印とすることができ、所定の意味を表現する印とす
ることができる。
　本発明の微粒子は、同一の立体形状を有し、同一の印を有する１種類の微粒子であって
もよく、同一の立体形状を有し、異なる印を有する２種類以上の微粒子の集合体であって
もよい。
【００４０】
　本発明の微粒子は、通常、図１（ｂ）、図２（ｃ）および図３（ｂ）に例示するように
、立体形状２を有する表面５と、この表面５に対向する裏面６とを有している。また、図
示しないが、本発明の微粒子は、表面、裏面および側面を有していてもよい。
　本発明において、微粒子は表面に立体形状を有し、立体形状は少なくとも曲面を有する
ことから、微粒子は表面に少なくとも曲面を有している。このように微粒子は表面に少な
くとも曲面を有していればよく、例えば、曲面のみを有していてもよく、曲面および平面
を有していてもよい。
　中でも、微粒子表面の５０％以上が曲面で構成されていることが好ましく、７５％以上
が曲面で構成されていることがより好ましい。微粒子表面での曲面の割合が多いほど、光
の反射により立体形状を視認しやすく、容易に識別可能となるからである。
　なお、上記曲面の割合は、上述の破壊式または非破壊式の検査手法にて測定することが
できる。
【００４１】
　本発明の微粒子の粒径は、拡大することで観察可能であれば特に限定されるものではな
いが、具体的には３００μｍ以下であることが好ましく、２５０μｍ以下であることがよ
り好ましい。微粒子の粒径が大きすぎると、目視で観察可能となり、偽造防止媒体に用い
た際に微粒子の位置が特定されてしまうため、偽造防止効果が低下するおそれがあるから
である。また、微粒子の粒径は、ルーペ等の簡易拡大鏡を用いて観察可能であることが好
ましく、具体的には５０μｍ以上であることが好ましい。簡易拡大鏡等の簡易器具での観
察が可能であれば、容易に真贋判定することができるからである。また、微粒子の粒径が
小さすぎると、微粒子の表面に立体形状を形成することが困難となる場合があるからであ
る。
【００４２】
　なお、粒径とは、一般に粒子の粒度を示すために用いられるものであり、本発明におい
ては、レーザー法により測定した値である。レーザー法とは、粒子を溶媒中に分散し、そ
の分散溶媒にレーザー光線を当てて得られた散乱光を細くし、演算することにより、平均
粒径、粒度分布等を測定する方法である。上記粒径は、レーザー法による粒径測定機とし
て、リーズ＆ノースラップ（Leeds & Northrup）社製 粒度分析計 マイクロトラックUPA 
Model-9230を使用して測定した値である。
【００４３】
　本発明の微粒子の厚みは、微粒子の表面に立体形状を形成可能な厚みであれば特に限定
されるものではないが、中でも、１μｍ～１００μｍの範囲内であることが好ましく、５
μｍ～２５μｍの範囲内であることがより好ましい。微粒子の厚みが上記範囲であれば、
光の反射により立体形状を視認しやすく、容易に識別可能となる。一方、微粒子の厚みが
厚すぎると、微粒子の製造が困難となる場合があり、微粒子の厚みが薄すぎると、微粒子
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の表面に立体形状を形成することが困難となったり、微粒子の強度が弱くなったりする場
合がある。
　なお、上記の微粒子の厚みは、微粒子の裏面に略垂直な断面における微粒子の厚みをい
う。例えば図３（ａ）に示すような微粒子の厚みＨをいう。
【００４４】
　また本発明においては、微粒子の粒径（Ｌ）および微粒子の厚み（Ｈ）が、Ｈ／Ｌ≧１
／３０を満たすことが好ましく、中でもＨ／Ｌ≧１／２０を満たすことがより好ましく、
Ｈ／Ｌ≧１／１０を満たすことがさらに好ましい。微粒子の粒径（Ｌ）に対する微粒子の
厚み（Ｈ）の比が上記範囲であれば、光の反射により立体形状を視認しやすく、容易に識
別可能となるからである。一方、上記の比が大きすぎると、微粒子の製造が困難となる場
合があり、上記の比が小さすぎると、微粒子の表面に立体形状を形成することが困難とな
る場合がある。また、上記の比が小さいと、微粒子の厚み（Ｈ）も相対的に小さくなり、
微粒子の強度が弱くなってしまうおそれがある。
　なお、上記の微粒子の粒径（Ｌ）は、微粒子の表面側からの平面視における微粒子の粒
径をいう。例えば図３（ａ）に示すように、微粒子１が長径Ｌ１および短径Ｌ２を有する
場合には、微粒子の長径Ｌ１を微粒子の粒径とする。また、上記の微粒子の厚み（Ｈ）は
、上述したように、微粒子の裏面に略垂直な断面における微粒子の厚みをいう。例えば図
３（ａ）に示すような微粒子の厚みＨをいう。
　微粒子の粒径（Ｌ）および厚み（Ｈ）は、上述の破壊式または非破壊式の検査手法にて
測定することができる。
【００４５】
　本発明の微粒子は、無色であってもよく有色であってもよく、後述の微粒子の材料に応
じて適宜選択される。微粒子が有色である場合には、微粒子を視認しやすくなり、識別が
容易となる。
【００４６】
　また、本発明の微粒子は、光透過性を有していてもよく有さなくてもよく、後述の微粒
子の材料に応じて適宜選択される。微粒子が光透過性を有さない場合には、微粒子を視認
しやすくなり、識別が容易となる。
【００４７】
　３．微粒子の材料
　本発明の微粒子の材料としては、上記立体形状を有する微粒子を製造できる材料であれ
ば特に限定されるものではなく、例えば、樹脂、金属、金属化合物等を用いることができ
る。樹脂としては、光硬化性樹脂、熱硬化性樹脂等の硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、感光性
樹脂を例示することができる。また、金属および金属化合物としては、蒸着法、メッキ法
、スパッタ法により成膜可能なものであれば特に限定されるものではなく、金属化合物と
しては、金属酸化物、金属硫化物等が用いられ、金属および金属化合物として例えばAl、
ZnS、TiO2、Cu、Au、Pt等が挙げられる。
【００４８】
　中でも、微粒子の材料は樹脂であることが好ましい。樹脂には、後述するような紫外線
発光材料、赤外線発光材料、赤外線反射材料、赤外線吸収材料、量子ドット材料、磁性材
料、着色材料等の機能性材料を添加することが可能であり、微粒子を視認しやすく、真贋
判定が容易になるとともに、偽造防止効果を向上させることができるからである。また、
樹脂は、微細加工ができるだけでなく、生産効率を向上させることができるからである。
【００４９】
　樹脂は、耐溶剤性を有することが好ましく、中でも、本発明の微粒子を用いて微粒子が
透明樹脂中に分散された微粒子含有層を形成する際に使用される溶媒に対して不溶である
ことが好ましい。
【００５０】
　樹脂の中でも、特に感光性樹脂が好適である。後述の「Ｅ．微粒子の製造方法」の項に
記載するように、直接描画や階調マスク等により生産性良く安価に微粒子を製造すること
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ができるからである。
　感光性樹脂としては、ポジ型感光性樹脂およびネガ型感光性樹脂のいずれも用いること
ができる。
【００５１】
　また本発明の微粒子は、図４に例示するように、樹脂層７と、樹脂層７上に形成され、
微粒子１の表面５に形成された金属層８とを有することも好ましい。立体形状を有する微
粒子の表面に金属層が形成されていることで、光の反射により立体形状を視認しやすく、
真贋判定が容易になるとともに、偽造防止効果を向上させることができるからである。特
に、本発明の微粒子を用いて微粒子が透明樹脂中に分散された微粒子含有層を形成する場
合には、微粒子が樹脂からなる場合、微粒子と透明樹脂との屈折率の差が小さいために、
微粒子と透明樹脂との界面が見えにくくなり、微粒子の立体形状を視認するのが困難にな
ることが懸念されるが、微粒子の表面に金属層が形成されていることで、立体形状の視認
性を高めることが可能となる。
【００５２】
　樹脂層の材料としては、上記の樹脂を用いることができる。また、金属層の材料として
は、上記の金属や金属化合物を用いることができる。
　金属層の形成方法としては、蒸着法を挙げることができる。
　金属層の厚みとしては、本発明の微粒子を用いて微粒子が透明樹脂中に分散された微粒
子含有層を形成した場合に、立体形状の視認性を向上させることができる厚みであれば特
に限定されるものではなく、例えば１ｎｍ～２５０ｎｍ程度とすることができ、１０ｎｍ
～１００ｎｍの範囲内であることが好ましい。金属層が厚すぎると、立体形状が損なわれ
てしまうおそれがあり、金属層が薄すぎると、金属層の形成が困難であったり、立体形状
の視認性を高める効果が十分に得られなかったりする可能性があるからである。
【００５３】
　本発明の微粒子が樹脂を含有する場合、微粒子は、紫外線発光材料、赤外線発光材料、
赤外線反射材料、赤外線吸収材料、量子ドット材料、磁性材料、顔料や染料等の着色材料
等の機能性材料を含有することが好ましい。上述したように、微粒子を視認しやすく、真
贋判定が容易になるからである。中でも、本発明の微粒子は、紫外線発光材料、赤外線発
光材料、赤外線反射材料、赤外線吸収材料、量子ドット材料および磁性材料からなる群か
ら選択される少なくとも１種を含有することが好ましい。これらの材料は、材料の特性に
よる識別が可能であり、偽造防止効果を向上させることができるからである。特に、本発
明の微粒子は、紫外線発光材料、赤外線発光材料および量子ドット材料からなる群から選
択される少なくとも１種を含有することが好ましい。発光により識別が可能であり、真贋
判定をさらに容易に行うことができるからである。
　以下、各機能性材料に分けて説明する。
【００５４】
　（１）紫外線発光材料
　本発明に用いられる紫外線発光材料としては、紫外線の吸収により蛍光発光する材料を
用いることができる。紫外線発光材料は、短波長域（約２００ｎｍ～３００ｎｍ）の吸収
により発光するもの、および、長波長域（約３００ｎｍ～４００ｎｍ）の吸収により発光
するもののいずれも使用することができる。この紫外線発光材料は、紫外線により励起さ
れ、これよりも低いエネルギー準位に戻るときに発するスペクトルのピークが青、緑、赤
等の波長域にあるものであり、目的に応じて適宜選択することができる。具体例としては
、Ｃａ2Ｂ5Ｏ9Ｃｌ：Ｅｕ2+、ＣａＷＯ4、ＺｎＯ：Ｚｎ、Ｚｎ2ＳｉＯ4：Ｍｎ、Ｙ2Ｏ2Ｓ
：Ｅｕ、ＺｎＳ：Ａｇ、ＹＶＯ4：Ｅｕ、Ｙ2Ｏ3：Ｅｕ、Ｇｄ2Ｏ2Ｓ：Ｔｂ、Ｌａ2Ｏ2Ｓ
：Ｔｂ、Ｙ3Ａｌ5Ｏ12：Ｃｅ、Ｓｒ5（ＰＯ4）3Ｃｌ：Ｅｕ、３（Ｂａ，Ｍｇ）Ｏ・８Ａ
ｌ2Ｏ3：Ｅｕ、Ｚｎ2ＧｅＯ4：Ｍｎ、Ｙ（Ｐ，Ｖ）Ｏ4：Ｅｕ、０．５ＭｇＦ2・３．５Ｍ
ｇＯ・ＧｅＯ2：Ｍｎ、ＺｎＳ：Ｃｕ、ＺｎＳ：Ｍｎ等が挙げられる。これらは単独で用
いてもよく２種以上を用いてもよい。なお、上記紫外線発光材料は、その組成を、主成分
と付活剤または発光中心とを「：」で繋いで表記している。
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【００５５】
　微粒子中の紫外線発光材料の含有量としては、発光による識別が可能であれば特に限定
されるものではなく、１質量％～５０質量％程度とすることができる。
【００５６】
　（２）赤外線発光材料
　本発明に用いられる赤外線発光材料としては、赤外線の吸収により蛍光発光する材料を
用いることができる。赤外線発光材料は、赤外線（約８００ｎｍ～１２００ｎｍ）で励起
され、可視光（約４００ｎｍ～８００ｎｍ）を発光するものであり、目的に応じて適宜選
択することができる。具体例としてはＹＦ3：Ｙｂ＋Ｅｒ、ＹＦ3：Ｙｂ＋Ｔｍ、ＢａＦＣ
ｌ：Ｙｂ＋Ｅｒ等が挙げられる。なお、上記赤外線発光材料は、その組成を、主成分と付
活剤または発光中心とを「：」で繋いで表記している。
【００５７】
　微粒子中の赤外線発光材料の含有量としては、発光による識別が可能であれば特に限定
されるものではなく、１質量％～５０質量％程度とすることができる。
【００５８】
　（３）赤外線反射材料
　本発明に用いられる赤外線反射材料としては、赤外線に対して波長選択反射性を有する
材料を用いることができ、例えば、多層構造材料、赤外線反射顔料、コレステリック構造
を有する液晶材料等を挙げることができる。赤外線反射材料が反射する赤外線の波長は特
に限定されないが、通常、８００ｎｍ～２５００ｎｍである。
【００５９】
　多層構造材料としては、赤外線を反射するような間隔で形成された赤外線反射面を有す
る層（赤外線反射層）で構成された多層構造材料を挙げることができる。多層構造材料は
、各層（赤外線反射層）のＢｒａｇｇ反射によって特定波長の赤外線を反射するものであ
る。
　具体的には、コレステリック液晶の架橋体のような固定化されたコレステリック構造を
有する多層液晶材料を用いて、赤外線反射層を形成することができる。
【００６０】
　赤外線反射顔料は、赤外線反射材料の粉末や粒子が用いられ、無機系顔料および有機系
顔料のいずれも用いることができる。無機系顔料としては、例えば、酸化チタン（ＴｉＯ

２）、酸化亜鉛、硫化亜鉛、鉛白、酸化アンチモン、酸化ジルコニウム、酸化インジウム
錫（ＩＴＯ）、アンチモンドープ酸化錫（ＡＴＯ）等の複合金属酸化物、アルミニウム、
金、銅等の金属が挙げられる。また、無機系顔料として、特開２００４－４８４０号公報
に記載の、天然または合成雲母、別の葉状珪酸塩、ガラス薄片、薄片状二酸化珪素または
酸化アルミニウム等の透明支持材料と、金属酸化物の被覆とからなる干渉顔料等も用いる
ことができる。一方、有機系顔料としては、例えば、特開２００５－３３０４６６号公報
および特開２００２－２４９６７６号公報に記載されている顔料が挙げられ、アゾ系、ア
ンスラキノン系、フタロシアニン系、ペリノン・ペリレン系、インジゴ・チオインジゴ系
、ジオキサジン系、キナクリドン系、イソインドリノン系、イソインドリン系、ジケトピ
ロロピロール系、アゾメチン系およびアゾメチンアゾ系の有機色素を用いることができる
。
【００６１】
　コレステリック構造を有する液晶材料（いわゆるコレステリック液晶材料）としては、
ネマチック液晶にカイラル剤を混合したカイラルネマチック液晶材料、または、高分子コ
レステリック液晶材料を挙げることができる。
【００６２】
　微粒子中の赤外線反射材料の含有量としては、赤外線の反射による識別が可能であれば
特に限定されるものではなく、０．１質量％～５０質量％程度とすることができる。
【００６３】
　（４）赤外線吸収材料
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　本発明に用いられる赤外線吸収材料としては、赤外線（８００ｎｍ～１１００ｎｍ）を
吸収できる材料であれば特に限定されるものではない。中でも、８００ｎｍ～１１００ｎ
ｍの波長域を吸収し、かつ可視光域、すなわち３８０ｎｍ～７８０ｎｍの波長域では吸収
が少なく十分な光線透過率を有する赤外線吸収材料が好ましい。
【００６４】
　赤外線吸収材料としては、例えば、ポリメチン系化合物、シアニン系化合物、フタロシ
アニン系化合物、ナフタロシアニン系化合物、ナフトキノン系化合物、アントラキノン系
化合物、ジチオール系化合物、インモニウム系化合物、ジイモニウム系化合物、アミニウ
ム系化合物、ピリリウム系化合物、セリリウム系化合物、スクワリリウム系化合物、銅錯
体類、ニッケル錯体類、ジチオール系金属錯体類、特開２００７－１６３６４４号公報に
開示されているベンゼンジチオール金属錯体アニオンとシアニン系色素カチオンとの対イ
オン結合体等の有機系赤外線吸収材料、および特開２００６－１５４５１６号公報に開示
されている複合タングステン酸化物、酸化スズ、酸化インジウム、酸化マグネシウム、酸
化チタン、酸化クロム、酸化ジルコニウム、酸化ニッケル、酸化アルミニウム、酸化亜鉛
、酸化鉄、酸化アンモン、酸化鉛、酸化ビスマス、酸化ランタン、酸化タングステン、酸
化インジウム錫（ＩＴＯ）等の無機系赤外線吸収材料などが挙げられる。赤外線吸収材料
は、単独でまたは２種以上を組み合わせて用いることができる。なお、「系化合物」とは
、例えばアントラキノン系化合物の場合、アントラキノン誘導体をいう。
【００６５】
　また、赤外線吸収材料は、使用する樹脂の種類によって適宜選択することが好ましい。
例えば、光硬化性樹脂や感光性樹脂を用いた場合、赤外線吸収材料としては、複合タング
ステン酸化物等の無機系近赤外線吸収材料を好適に用いることができる。
【００６６】
　微粒子中の赤外線吸収材料の含有量は、赤外線の吸収による識別が可能であれば特に限
定されるものではないが、０．１質量％～１０質量％の範囲内であることが好ましい。赤
外線吸収材料の含有量が上記範囲内であれば、十分な赤外線吸収機能を発現できるととも
に、十分な量の可視光線を透過できるからである。
【００６７】
　（５）量子ドット材料
　量子ドット（Quantum dot）材料は、半導体のナノメートルサイズの微粒子で、電子や
励起子がナノメートルサイズの小さな結晶内に閉じ込められる量子閉じ込め効果（量子サ
イズ効果）により、特異的な光学的、電気的性質を示し、半導体ナノ粒子（Semiconducto
r Nanoparticle）とか、半導体ナノ結晶（Semiconductor Nanocrystal）とも呼ばれるも
のである。
　本発明に用いられる量子ドット材料としては、半導体のナノメートルサイズの微粒子で
あり、量子閉じ込め効果（量子サイズ効果）を生じる材料であれば特に限定されない。例
えば、自らの粒径によって発光色が規制される半導体微粒子と、ドーパントを有する半導
体微粒子がある。
【００６８】
　量子ドット材料は、１種の半導体化合物からなるものであっても、２種以上の半導体化
合物からなるものであってもよく、例えば、半導体化合物からなるコアと、このコアと異
なる半導体化合物からなるシェルとを有するコアシェル型構造を有していてもよい。その
代表例としては、ＣｄＳｅからなるコアと、その周囲に設けられたＺｎＳシェルと、さら
にその周囲に設けられた保護材料（キャッピング材料と呼ばれることもある）とで構成さ
れたものを例示できる。この量子ドット材料は、その粒径により発光色を異にするもので
あり、例えば、ＣｄＳｅからなるコアのみから構成される量子ドットの場合、粒径が２．
３ｎｍ、３．０ｎｍ、３．８ｎｍ、４．６ｎｍのときの蛍光スペクトルのピーク波長は、
５２８ｎｍ、５７０ｎｍ、５９２ｎｍ、６３７ｎｍである。
【００６９】
　量子ドット材料のコアとなる材料として具体的には、ＭｇＳ、ＭｇＳｅ、ＭｇＴｅ、Ｃ
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ａＳ、ＣａＳｅ、ＣａＴｅ、ＳｒＳ、ＳｒＳｅ、ＳｒＴｅ、ＢａＳ、ＢａＳｅ、ＢａＴｅ
、ＺｎＳ、ＺｎＳｅ、ＺｎＴｅ、ＣｄＳ、ＣｄＳｅ、ＣｄＴｅ、ＨｇＳ、ＨｇＳｅ及びＨ
ｇＴｅのようなＩＩ－ＶＩ族半導体化合物、ＡｌＮ、ＡｌＰ、ＡｌＡｓ、ＡｌＳｂ、Ｇａ
Ａｓ、ＧａＰ、ＧａＮ、ＧａＳｂ、ＩｎＮ、ＩｎＡｓ、ＩｎＰ、ＩｎＳｂ、ＴｉＮ、Ｔｉ
Ｐ、ＴｉＡｓ及びＴｉＳｂのようなＩＩＩ－Ｖ族半導体化合物、Ｓｉ、Ｇｅ及びＰｂのよ
うなＩＶ族半導体、等の半導体化合物又は半導体を含有する半導体結晶を例示できる。ま
た、ＩｎＧａＰのような３元素以上を含んだ半導体化合物を含む半導体結晶を用いること
もできる。
【００７０】
　さらに、ドーパントを有する半導体微粒子からなる量子ドット材料としては、上記半導
体化合物に、Ｅｕ３＋、Ｔｂ３＋、Ａｇ＋、Ｃｕ＋のような希土類金属のカチオンまたは
遷移金属のカチオンをドープしてなる半導体結晶を用いることもできる。
【００７１】
　なかでも、作製の容易性、可視域での発光を得られる粒径の制御性、蛍光量子収率の観
点から、ＣｄＳ、ＣｄＳｅ、ＣｄＴｅ、ＩｎＰ、ＩｎＧａＰ等の半導体結晶が好適である
。
【００７２】
　コアシェル型の量子ドット材料を用いる場合にシェルを構成する半導体としては、励起
子がコアに閉じ込められるように、コアを形成する半導体化合物よりもバンドギャップの
高い材料を用いることで、量子ドット材料の発光効率を高めることが出来る。
　このようなバンドギャップの大小関係を有するコアシェル構造（コア／シェル）として
は、例えば、ＣｄＳｅ／ＺｎＳ、ＣｄＳｅ／ＺｎＳｅ、ＣｄＳｅ／ＣｄＳ、ＣｄＴｅ／Ｃ
ｄＳ、ＩｎＰ／ＺｎＳ、Ｇａｐ／ＺｎＳ、Ｓｉ／ＺｎＳ、ＩｎＮ／ＧａＮ、ＩｎＰ／Ｃｄ
ＳＳｅ、ＩｎＰ／ＺｎＳｅＴｅ、ＩｎＧａＰ／ＺｎＳｅ、ＩｎＧａＰ／ＺｎＳ、Ｓｉ／Ａ
ｌＰ、ＩｎＰ／ＺｎＳＴｅ、ＩｎＧａＰ／ＺｎＳＴｅ、ＩｎＧａＰ／ＺｎＳＳｅ等が挙げ
られる。
【００７３】
　量子ドットのサイズは、所望の波長の光が得られるように、量子ドットを構成する材料
によって適宜制御すればよい。量子ドットは粒径が小さくなるに従い、エネルギーバンド
ギャップが大きくなる。すなわち、結晶サイズが小さくなるにつれて、量子ドットの発光
は青色側へ、つまり、高エネルギー側へとシフトする。そのため、量子ドットのサイズを
変化させることにより、紫外領域、可視領域、赤外領域のスペクトルの波長全域にわたっ
て、その発光波長を調節することができる。
【００７４】
　一般的には、量子ドットの粒径（直径）は０．５ｎｍ～２０ｎｍの範囲内であることが
好ましく、特に１ｎｍ～１０ｎｍの範囲内であることが好ましい。なお、量子ドットのサ
イズ分布が狭いほど、より鮮明な発光色を得ることができる。
【００７５】
　また、量子ドットの形状は特に限定されず、例えば、球状、棒状、円盤状、その他の形
状であってもよい。量子ドットの粒径は、粒子ドットが球状でない場合、同体積を有する
真球状の値とすることができる。
【００７６】
　量子ドットの粒径、形状、分散状態等の情報については、透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）
により得ることができる。また、量子ドットの結晶構造、粒径については、Ｘ線結晶回折
（ＸＲＤ）により知ることができる。さらには、紫外－可視（ＵＶ－Ｖｉｓ）吸収スペク
トルによって、量子ドットの粒径、表面に関する情報を得ることもできる。
【００７７】
　微粒子中の量子ドット材料の含有量としては、発光による識別が可能であれば特に限定
されるものではなく、０．１質量％～５０質量％程度とすることができる。
【００７８】
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　（６）磁性材料
　本発明に用いられる磁性材料としては、核磁気共鳴（ＮＭＲ）、核四極子共鳴（ＮＱＲ
）、電子スピン共鳴（ＥＳＲ）、強磁性共鳴、反強磁性共鳴、フェリ磁性共鳴、磁壁共鳴
、スピン波共鳴、スピンエコー共鳴等の磁気共鳴を示すものを用いることができる。
【００７９】
　共鳴周波数は、核固有のパラメーターである磁気回転比γおよび外部磁場の磁場強度に
より決まるものであることから、磁性材料が磁気共鳴を示す共鳴周波数を選択することに
より、本発明の微粒子の存在を認識することができ、真贋判定を行うことが可能となる。
　例えば、磁性材料を含有する微粒子と、磁性材料を含有しない微粒子とに、磁性材料が
核磁気共鳴を示す周波数の電磁波を照射すると、磁性材料を含有する微粒子では共鳴吸収
が起こり、磁性材料を含有しない微粒子では共鳴吸収が起こらないため、この共鳴吸収を
観測することにより微粒子の存在を認識することができ、真贋判定を行うことが可能とな
る。また、得られるＮＭＲスペクトルでは、物質の構造やエネルギー状態等によりシグナ
ルの位置、強度、半値幅、形状等が異なるため、使用する磁性材料の種類により識別する
ことも可能である。
【００８０】
　磁性材料は、磁性材料の粉末や粒子が用いられる。磁性材料としては、特開２００５－
３０９４１８号公報に記載の磁気共鳴を示す微粒子を例示することができる。
【００８１】
　微粒子中の磁性材料の含有量は、磁気共鳴による識別が可能であれば特に限定されるも
のではないが、１質量％～３０質量％の範囲内であることが好ましく、５質量％～２０質
量％の範囲内がより好ましい。磁性材料の含有量が少なすぎると、識別が困難となり、磁
性材料の含有量が多すぎると、微粒子表面への立体形状の形成が困難となる場合があるか
らである。
【００８２】
　（７）着色材料
　本発明に用いられる着色材料としては、顔料、染料を挙げることができる。
　着色材料は、微粒子に含有させることができるものであれば特に限定されるものではな
く、一般的な顔料、染料を用いることができる。
【００８３】
　微粒子中の着色材料の含有量としては、０．１質量％～５０質量％程度とすることがで
きる。
【００８４】
　４．微粒子の製造方法
　本発明の微粒子の製造方法については、後述の「Ｆ．微粒子の製造方法」の項に記載す
るので、ここでの説明は省略する。
【００８５】
　５．用途
　本発明の微粒子は、偽造防止用途に好適であり、例えば、金券、ギフトカード、クレジ
ットカード、ＩＤカード、パスポート、運転免許証、ブランド品、自動車部品、精密機器
部品、家電、化粧品、医薬品、食品、ＯＡサプライ品、スポーツ用品、ＣＤ、ＤＶＤ、ソ
フトウェア、たばこ、お酒等に用いることができる。
【００８６】
　Ｂ．偽造防止用インク
　本発明の偽造防止用インクは、上述の微粒子を含有することを特徴とするものである。
　本発明においては、上述の微粒子を含有するので、本発明の偽造防止用インクを用いる
ことにより、偽造防止効果に優れた偽造防止媒体を得ることが可能である。また、本発明
の偽造防止用インクを偽造防止媒体に適用する際には、支持体上に本発明の偽造防止用イ
ンクを塗布することにより、支持体上に微粒子を容易に固定することができるので、種々
の支持体に使用することが可能であり、支持体の形状等の選択の幅が広いという利点を有
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する。
　以下、本発明の偽造防止用インクにおける各構成について説明する。
【００８７】
　１．微粒子
　本発明に用いられる微粒子としては、上記「Ａ．微粒子」の項に詳しく記載したので、
ここでの説明は省略する。
【００８８】
　微粒子としては、１種類の微粒子を用いてもよく、２種以上の微粒子を用いてもよい。
例えば、同一の立体形状を有する１種類の微粒子を用いてもよく、異なる立体形状を有す
る２種類以上の微粒子を用いてもよい。また、同一の立体形状を有し、同一の印を有する
１種類の微粒子を用いてもよく、同一の立体形状を有し、異なる印を有する２種類以上の
微粒子を用いてもよい。２種類以上の微粒子を用いる場合には、所定の意味を表現するよ
うに微粒子を組み合わせて使用することができる。
【００８９】
　偽造防止用インク中の微粒子の含有量としては、本発明の偽造防止用インクを偽造防止
媒体に用いた場合に、微粒子による真贋判定が可能であれば特に限定されるものではなく
、０．０１質量％～５０質量％程度とすることができる。
【００９０】
　２．透明樹脂成分
　本発明の偽造防止用インクは、通常、透明樹脂成分中に上述の微粒子が分散されたもの
である。
【００９１】
　本発明に用いられる透明樹脂成分の光透過性としては、本発明の偽造防止用インクを用
いて微粒子が透明樹脂中に分散された微粒子含有層を形成した際に、微粒子が観察可能で
あれば特に限定されないが、透明樹脂成分を所定の厚みで成膜したときに、可視領域にお
ける全光線透過率が１０％以上であることが好ましい。
　なお、上記全光線透過率は、ＪＩＳ Ｋ ７１０５に準拠して測定した値である。
【００９２】
　透明樹脂成分としては、上記光透過性を満たすものであれば特に限定されるものではな
く、例えば、光硬化性樹脂成分、熱硬化性樹脂成分、熱可塑性樹脂成分のいずれも用いる
ことができる。中でも、光硬化性樹脂成分、熱硬化性樹脂成分等の硬化性樹脂成分が好ま
しく、特に光硬化性樹脂成分が好ましい。光硬化性樹脂成分を用いることにより、耐熱性
の低い支持体にも本発明の偽造防止用インクを適用することが可能となり、用途の選択肢
が広がるからである。また、本発明の偽造防止用インクを用いて微粒子が透明樹脂中に分
散された微粒子含有層を形成する場合には、生産効率を向上させることができるからであ
る。
【００９３】
　３．機能性材料
　本発明の偽造防止用インクは、上記の微粒子および透明樹脂成分の他に、紫外線発光材
料、赤外線発光材料、赤外線反射材料、赤外線吸収材料、量子ドット材料等の機能性材料
を含有していてもよい。
【００９４】
　例えば、偽造防止用インクが紫外線発光材料または赤外線発光材料を含有する場合であ
って、微粒子が紫外線発光材料または赤外線発光材料を含有しない場合には、発光の有無
により、微粒子の位置を特定することができ、真贋判定が容易になるとともに、偽造防止
効果を向上させることが可能となる。また、偽造防止用インクが紫外線発光材料または赤
外線発光材料を含有する場合であって、微粒子も紫外線発光材料または赤外線発光材料を
含有する場合には、発光の波長により、微粒子の位置を特定することができ、真贋判定が
容易になるとともに、偽造防止効果を向上させることが可能となる。
【００９５】
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　偽造防止用インクが赤外線反射材料または赤外線吸収材料を含有する場合であって、微
粒子が赤外線反射材料または赤外線吸収材料を含有しない場合には、赤外線の吸収または
反射の有無により、微粒子の位置を特定することができ、真贋判定が容易になるとともに
、偽造防止効果を向上させることが可能となる。また、偽造防止用インクが赤外線反射材
料または赤外線吸収材料を含有する場合であって、微粒子も赤外線反射材料または赤外線
吸収材料を含有する場合には、吸収または反射する赤外線の波長により、微粒子の位置を
特定することができ、真贋判定が容易になるとともに、偽造防止効果を向上させることが
可能となる。
【００９６】
　偽造防止用インクが量子ドット材料を含有する場合であって、微粒子が量子ドット材料
を含有しない場合には、発光の有無により、微粒子の位置を特定することができ、真贋判
定が容易になるとともに、偽造防止効果を向上させることが可能となる。また、偽造防止
用インクが量子ドット材料を含有する場合であって、微粒子も量子ドット材料を含有する
場合には、発光の波長により、微粒子の位置を特定することができ、真贋判定が容易にな
るとともに、偽造防止効果を向上させることが可能となる。
【００９７】
　なお、機能性材料については、上記「Ａ．微粒子」の項に記載したものと同様であるの
で、ここでの説明は省略する。
【００９８】
　偽造防止用インク中の紫外線発光材料の含有量としては、発光による識別が可能であれ
ば特に限定されるものではなく、１質量％～５０質量％程度とすることができる。
【００９９】
　偽造防止用インク中の赤外線発光材料の含有量としては、発光による識別が可能であれ
ば特に限定されるものではなく、１質量％～５０質量％程度とすることができる。
【０１００】
　偽造防止用インク中の赤外線反射材料の含有量としては、赤外線の反射による識別が可
能であれば特に限定されるものではなく、０．１質量％～５０質量％程度とすることがで
きる。
【０１０１】
　偽造防止用インク中の赤外線吸収材料の含有量は、赤外線の吸収による識別が可能であ
れば特に限定されるものではないが、０．１質量％～１０質量％の範囲内であることが好
ましい。赤外線吸収材料の含有量が上記範囲内であれば、十分な赤外線吸収機能を発現で
きるとともに、十分な量の可視光線を透過できるからである。
【０１０２】
　偽造防止用インク中の量子ドット材料の含有量としては、発光による識別が可能であれ
ば特に限定されるものではなく、０．１質量％～５０質量％程度とすることができる。
【０１０３】
　４．溶媒
　本発明の偽造防止用インクは、溶媒を含有していてもよい。溶媒としては、上記の微粒
子および透明樹脂成分が分散するものであれば特に限定されるものではなく、偽造防止用
インクの塗布方法等に応じて適宜選択される。また、溶媒は１種単独で用いてもよく２種
以上を混合して用いてもよい。
　例えばグラビア印刷用インキとして用いる場合、トルエン、酢酸エチル、メチルエチル
ケトン、イソプロピルアルコール等が挙げられる。オフセット印刷用インキやシルクスク
リーン印刷用インキとして用いる場合は、高沸点の石油系溶剤（炭素数が１５以上（C15
以上）の炭化水素類）が挙げられる。
【０１０４】
　本発明の偽造防止用インクの固形分濃度は、偽造防止用インクを偽造防止媒体に適用可
能であれば特に限定されるものではなく、２０質量％～８５質量％程度とすることができ
る。
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【０１０５】
　Ｃ．偽造防止用トナー
　本発明の偽造防止用トナーは、上述の微粒子を含有することを特徴とするものである。
　本発明においては、上述の微粒子を含有するので、本発明の偽造防止用トナーを用いる
ことにより、偽造防止効果に優れた偽造防止媒体を得ることが可能である。また、本発明
の偽造防止用トナーを偽造防止媒体に適用する際には、支持体上に本発明の偽造防止用ト
ナーを転写することにより、支持体上に微粒子を容易に固定することができるので、種々
の支持体に使用することが可能であり、支持体の形状等の選択の幅が広いという利点を有
する。
【０１０６】
　本発明の偽造防止用トナーは、上記微粒子を含有するものであればよく、乾式トナーお
よび湿式トナーのいずれであってもよく、その組成としては一般的な組成とすることがで
きる。本発明の偽造防止用トナーは、例えば、主樹脂、副樹脂、着色剤、荷電制御剤、流
動性制御剤等を含有することができる。
　主樹脂としては、光透過性を有し、上記の微粒子が分散するものであれば特に限定され
るものではない。主樹脂の光透過性としては、上述の偽造防止用インクにおける透明樹脂
成分の光透過性と同様とすることができる。主樹脂にはスチレン－アクリル系、ポリエス
テル系が主として使用される。副樹脂にはポリプロピレン、ポリエチレン、ＷＡＸ類が使
用される。主樹脂や副樹脂は１種単独で用いてもよく２種以上を混合して用いてもよい。
　着色剤にはカーボン、シアン顔料、マゼンタ顔料、イエロー顔料等が使用される。荷電
制御剤はプラス系、マイナス系があり、金属を含有したものや、樹脂系、四級アンモニウ
ム塩等が挙げられる。流動制御剤はシリカ等が使用される。
【０１０７】
　なお、微粒子については、上述の偽造防止用インクにおける微粒子と同様とすることが
できるので、ここでの説明は省略する。
【０１０８】
　本発明の偽造防止用トナーは、紫外線発光材料、赤外線発光材料、赤外線反射材料、赤
外線吸収材料、量子ドット材料等の機能性材料をさらに含有していてもよい。機能性材料
としては、上述の偽造防止用インクにおける機能性材料と同様とすることができる。
【０１０９】
　Ｄ．偽造防止用シート
　本発明の偽造防止用シートは、上述の微粒子が透明樹脂中に分散された微粒子含有層を
有することを特徴とするものである。
【０１１０】
　本発明の偽造防止用シートについて図面を参照しながら説明する。
　図５は本発明の偽造防止用シートの一例を示す概略断面図である。図５に示す偽造防止
用シート２０は、透明樹脂２１中に所定の微粒子１が分散された微粒子含有層２２からな
るものである。
【０１１１】
　本発明においては、上述の微粒子を含有する微粒子含有層を有するので、本発明の偽造
防止用シートを用いることにより、偽造防止効果に優れた偽造防止媒体を得ることが可能
である。また、微粒子を偽造防止媒体に適用する際に、微粒子を含有するインクを支持体
上に塗布する場合には、インクの塗布量が少ないと支持体上に微粒子が存在していない可
能性があり、偽造防止効果が得られないおそれがあるが、本発明においては、偽造防止用
シートにおける微粒子の個数が予め分かった状態で、偽造防止媒体に適用することができ
るので、確実に偽造防止効果を達成することができる。さらに本発明においては、偽造防
止用シートにおける微粒子の位置についてマッピングを行うことが可能であり、高度な偽
造防止を実現することが可能である。また、本発明の偽造防止用シートは偽造防止媒体へ
の適用が容易であるという利点も有する。さらには、本発明の偽造防止用シートは他のシ
ートとの積層も容易であり、付加価値を高めることができる。
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【０１１２】
　図６は本発明の偽造防止用シートの例を示す概略断面図である。図６に示す偽造防止用
シート２０においては、剥離層２３と、粘着層２４と、透明樹脂２１中に所定の微粒子１
が分散された微粒子含有層２２とが順に積層されている。
【０１１３】
　図７は本発明の偽造防止用シートの他の例を示す概略断面図である。図７に示す偽造防
止用シート２０は、基材２５と、基材２５上に形成され、透明樹脂２１中に所定の微粒子
１が分散された微粒子含有層２２とを有し、微粒子含有層２２側に粘着層２４および剥離
層２３が順に積層されている。
【０１１４】
　図８は本発明の偽造防止用シートの他の例を示す概略断面図である。図８に示す偽造防
止用シート２０は、基材２５と、基材２５上に形成され、透明樹脂２１中に所定の微粒子
１が分散された微粒子含有層２２と、微粒子含有層２２上に形成されたハードコート層２
６とを有し、基材２５側に粘着層２４および剥離層２３が順に積層されている。
【０１１５】
　図９は本発明の偽造防止用シートの他の例を示す概略断面図である。図９に示す偽造防
止用シート２０においては、剥離層２３と、粘着層２４と、ホログラム層２７と、透明樹
脂２１中に所定の微粒子１が分散された微粒子含有層２２とが順に積層されている。
【０１１６】
　図１０は本発明の偽造防止用シートの他の例を示す概略断面図である。図１０に示す偽
造防止用シート２０は、基材２５と、基材２５上に形成され、透明樹脂２１中に所定の微
粒子１が分散された微粒子含有層２２と、微粒子含有層２２上に形成されたハードコート
層２６とを有し、基材２５側にホログラム層２７と粘着層２４と剥離層２３とが順に積層
されている。
【０１１７】
　このように、本発明の偽造防止用シートは、微粒子含有層以外に他の構成を有していて
もよい。
　以下、本発明の偽造防止用シートにおける各構成について説明する。
【０１１８】
　１．微粒子含有層
　本発明における微粒子含有層は、上述の微粒子が透明樹脂中に分散されたものである。
　なお、微粒子については、上記「Ａ．微粒子」の項に記載したので、ここでの説明は省
略する。
【０１１９】
　微粒子としては、１種類の微粒子を用いてもよく、２種以上の微粒子を用いてもよい。
例えば、同一の立体形状を有する１種類の微粒子を用いてもよく、異なる立体形状を有す
る２種類以上の微粒子を用いてもよい。また、同一の立体形状を有し、同一の印を有する
１種類の微粒子を用いてもよく、同一の立体形状を有し、異なる印を有する２種類以上の
微粒子を用いてもよい。２種類以上の微粒子を用いる場合には、所定の意味を表現するよ
うに微粒子を組み合わせて使用することができる。
【０１２０】
　本発明に用いられる透明樹脂の光透過性としては、微粒子含有層中の微粒子が観察可能
であれば特に限定されないが、透明樹脂からなる層を微粒子含有層と同じ厚みで形成した
ときに、可視領域における全光線透過率が１０％以上であることが好ましい。
　なお、上記全光線透過率は、ＪＩＳ Ｋ ７１０５に準拠して測定した値である。
【０１２１】
　透明樹脂としては、上記光透過性を満たすものであれば特に限定されるものではなく、
例えば、光硬化性樹脂、熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂のいずれも用いることができる。中
でも、光硬化性樹脂、熱硬化性樹脂等の硬化性樹脂好ましく、特に光硬化性樹脂が好まし
い。例えば図７、図８および図１０に示すように、基材２５上に微粒子含有層２２が形成
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されている場合には、光硬化性樹脂を用いることにより、耐熱性の低い基材も使用するこ
とが可能となり、用途の選択肢が広がるからである。また、偽造防止用シートの生産効率
を向上させることができるからである。
　透明樹脂は、上記「Ｂ．偽造防止用インク」の項に記載した透明樹脂成分を固化させた
ものとすることができる。
【０１２２】
　微粒子含有層中の微粒子の含有量としては、本発明の偽造防止用シートを偽造防止媒体
に用いた場合に、微粒子による真贋判定が可能であれば特に限定されるものではないが、
微粒子含有層１ｃｍ２当たりに少なくとも１個以上の微粒子が含有されていることが好ま
しい。
【０１２３】
　また、微粒子含有層が基材上に形成されている場合には、微粒子含有層は基材上に一面
に形成されていてもよくパターン状に形成されていてもよい。微粒子含有層のパターン形
状が所定の意味を表す形状である場合には、微粒子を隠し情報として利用することができ
、偽造防止効果を高めることができる。
【０１２４】
　微粒子含有層の膜厚としては、本発明の偽造防止用シートを偽造防止媒体に用いた場合
に、微粒子による真贋判定が可能であれば特に限定されるものではなく、本発明の偽造防
止用シートの層構成や微粒子含有層に含まれる透明樹脂の種類等に応じて適宜選択される
。例えば図７、図８および図１０に示すように、基材２５上に微粒子含有層２２が形成さ
れている場合には、微粒子含有層の膜厚は比較的薄くともよい。一方、図５に例示するよ
うに、微粒子含有層２２が単独で形成されている場合には、自己支持性の観点から、微粒
子含有層の膜厚は比較的厚いことが好ましい。また、微粒子含有層に含まれる透明樹脂が
硬化性樹脂である場合には、割れを抑制する観点から、微粒子含有層の膜厚は比較的薄い
ことが好ましい。
　具体的に、微粒子含有層の膜厚は、０．１μｍ～５００μｍ程度とすることができ、１
μｍ～１００μｍの範囲内であることが好ましい。
【０１２５】
　微粒子含有層の形成方法としては、例えば、上述の偽造防止用インクを塗布し、固化さ
せる方法が挙げられる。例えば図７、図８および図１０に示すように、基材２５上に微粒
子含有層２２が形成されている場合には、基材上に偽造防止用インクを塗布し、固化させ
ることで、微粒子含有層を形成することができる。また、図５に例示するように、微粒子
含有層２２が単独で形成されている場合には、基板上に偽造防止用インクを塗布し、固化
させた後、基板から微粒子含有層を剥離することで、微粒子含有層を単独で得ることがで
きる。この際に用いられる基板としては、光透過性を有していても有さなくてもよく、例
えば、ガラス基板、樹脂基板等を用いることができる。
【０１２６】
　偽造防止用インクの塗布方法としては、任意の方法を用いることができる。
　また、偽造防止用インクの固化方法としては、透明樹脂の種類に応じて適宜選択される
。硬化性樹脂の場合には、光や熱による硬化方法が用いられる。熱可塑性樹脂の場合には
、冷却する方法が用いられる。
【０１２７】
　２．基材
　本発明においては、図７、図８および図１０に例示するように、微粒子含有層２２が基
材２５上に形成されていてもよい。本発明の偽造防止用シートの強度を高めることができ
、また取扱い性が良好となるからである。中でも、微粒子含有層に含まれる透明樹脂が硬
化性樹脂である場合には、微粒子含有層の割れを抑制する観点から、微粒子含有層は比較
的薄いことが好ましいので、基材上に微粒子含有層が形成されていることが好ましい。ま
た、本発明の偽造防止用シートを偽造防止媒体に適用した際に、図７に例示するように、
基材２５が微粒子含有層２２よりも表面側となるように配置されている場合には、基材に
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より微粒子含有層を保護することもできる。図７および図１０に例示する層構成の場合に
は、透明基材が用いられ、図８に例示する層構成の場合には、不透明基材を使用すること
もできる。
【０１２８】
　本発明に用いられる基材は、光透過性を有していてもよく有さなくてもよく、基材の形
成位置により適宜選択される。本発明の偽造防止用シートを偽造防止媒体に適用した際に
、図７に例示するように、基材２５が微粒子含有層２２よりも表面側となるように配置さ
れている場合や、図１０に例示するように、基材２５がホログラム層２７よりも表面側と
なるように配置されている場合には、基材は光透過性を有することが好ましい。一方、本
発明の偽造防止用シートを偽造防止媒体に適用した際に、図８に例示するように、基材２
５が微粒子含有層２２よりも裏面側となるように配置されている場合には、基材は光透過
性を有していてもよく有さなくてもよい。
【０１２９】
　基材が光透過性を有する場合、その光透過性としては、微粒子含有層中の微粒子が観察
可能であれば特に限定されないが、可視領域における全光線透過率が１０％以上であるこ
とが好ましい。
【０１３０】
　また、基材は、フレキシブル性を有することが好ましい。本発明の偽造防止用シートを
種々の形状の偽造防止媒体に適用することが可能となるからである。
【０１３１】
　このような基材としては、一般的な樹脂基材を用いることができる。例えば、ポリエチ
レンテレフタレート、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリエチレ
ン、ポリスチレン、ポリアリレート、トリアセチルセルロース、ジアセチルセルロース、
ポリメタクリル酸メチル、ポリイミド、ポリアミド等の樹脂基材を挙げることができる。
【０１３２】
　また、基材の表面は、微粒子含有層との密着性を向上させるために、易接着処理が施さ
れていることが好ましい。易接着処理としては、微粒子含有層および基材を接着させるこ
とができれば特に限定されるものではなく、例えば、プラズマ処理、コロナ放電処理、グ
ロー放電処理、火炎処理等の物理的処理、あるいは、クロム酸、シランカップリング剤、
プライマー剤等を使用した化学的処理を挙げることができる。
　中でも、プライマー剤を用いた化学的処理であることが好ましい。プライマー剤は、基
材製造時に処理されるものと、製造後の基材表面に処理されるものと、いずれの場合も好
適である。プライマー剤で処理した基材としては、市販されているものを用いることがで
きる。また、製造後の基材表面を処理するプライマー剤としては、上記偽造防止用インク
と密着するものであればよい。
【０１３３】
　基材の厚みは、本発明の偽造防止用シートの用途や種類等に応じて適宜選択されるもの
であるが、１μｍ～８００μｍ程度とすることができ、好ましくは１０μｍ～５０μｍの
範囲内である。
【０１３４】
　３．粘着層
　本発明においては、図６～図１０に例示するように、微粒子含有層２２上に粘着層２４
が積層されていてもよい。粘着層を介して、本発明の偽造防止用シートを貼付することが
できるからである。
【０１３５】
　粘着層は、基材上に微粒子含有層が形成されている場合、基材側に積層されていてもよ
く、微粒子含有層側に積層されていてもよい。微粒子含有層上に後述のハードコート層が
形成されている場合には、ハードコート層とは反対側の面に粘着層が配置される。また、
微粒子含有層とホログラム層とが積層されている場合には、ホログラム層側に粘着層が配
置される。
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【０１３６】
　粘着層の材料としては、粘着層を介して本発明の偽造防止用シートを貼付することがで
きれば特に限定されるものではなく、例えば、熱可塑系、熱硬化系、光硬化系、エラスト
マー系のいずれも用いることができ、偽造防止用シートの用途や種類等に応じて適宜選択
される。偽造防止用シートを転写箔として使用する場合には、ヒートシール性を有する粘
着層が用いられる。
【０１３７】
　粘着層の膜厚は、粘着層を介して本発明の偽造防止用シートを貼付することができれば
特に限定されるものではなく、例えば１μｍ～１００μｍ程度とすることができる。
　粘着層の形成方法は、公知の方法を用いることができる。
【０１３８】
　４．剥離層
　本発明においては、図６～図１０に例示するように、微粒子含有層２２上に粘着層２４
と剥離層２３とが順に積層されていてもよい。粘着層および剥離層が積層されていること
により、本発明の偽造防止用シートの取り扱いが容易になるからである。
　本発明の偽造防止用シートは、偽造防止媒体に適用される際には、剥離層を剥がして用
いられる。
【０１３９】
　剥離層としては、剥離性を有するものであれば特に限定されるものではなく、例えば、
一般的な樹脂基材を用いることができる。
【０１４０】
　５．ハードコート層
　本発明においては、図８および図１０に例示するように、微粒子含有層２２上にハード
コート層２６が形成されていてもよい。ハードコート層により微粒子含有層を保護するこ
とができるからである。
　ハードコート層は、本発明の偽造防止用シートを偽造防止媒体に適用した際に、図８お
よび図１０に例示するように、ハードコート層２６が微粒子含有層２２よりも表面側とな
るように配置される。
【０１４１】
　ハードコート層は光透過性を有する。ハードコート層の光透過性としては、微粒子含有
層中の微粒子が観察可能であれば特に限定されないが、可視領域における全光線透過率が
１０％以上であることが好ましく、中でも５０％以上であることが好ましく、特に８０％
以上であることが好ましい。
【０１４２】
　ハードコート層の材料としては、上記光透過性を満たし、微粒子含有層を保護すること
ができるものであれば特に限定されるものではなく、例えば、光硬化性樹脂を用いること
ができる。
【０１４３】
　ハードコート層の膜厚は、微粒子含有層を保護することができれば特に限定されるもの
ではなく、例えば１μｍ～１００μｍ程度とすることができる。
　ハードコート層の形成方法は、公知の方法を用いることができる。
【０１４４】
　６．ホログラム層
　本発明においては、図９および図１０に例示するように、微粒子含有層２２上にホログ
ラム層２７が積層されていてもよい。ホログラム層により偽造防止効果を高めることがで
きるからである。
【０１４５】
　ホログラム層の種類としては特に限定されるものではなく、レリーフ型ホログラム層で
あってもよく、体積型ホログラム層であってもよい。レリーフ型ホログラム層は生産性に
優れており、一方で体積型ホログラム層は偽造防止効果に優れている。
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　ホログラム層としては公知のものを使用することができる。
【０１４６】
　ホログラム層は、本発明の偽造防止用シートを偽造防止媒体に適用した際に、図９およ
び図１０に例示するように、ホログラム層２７が微粒子含有層２２よりも裏面側になるよ
うに配置される。これにより、微粒子含有層をホログラム層の保護層として利用すること
ができる。
【０１４７】
　７．偽造防止用シート
　本発明の偽造防止用シートは、枚葉であってもよく長尺であってもよい。
【０１４８】
　また、本発明の偽造防止用シートの形状としては、特に限定されるものではなく、矩形
、多角形、円形、楕円形、その他、任意の形状とすることができる。本発明の偽造防止用
シートの形状が所定の意味を表す形状である場合には、微粒子を隠し情報として利用する
ことができる。
【０１４９】
　本発明の偽造防止用シートの検査方法としては、例えば図１１に示すように、偽造防止
用シート２０にＬＥＤ照明５１で光を照射し、カメラ（ラインセンサ）５２により画像を
取得する方法を挙げることができる。図１１においては、微粒子含有シート２０に対して
カメラ５２と反対側にＬＥＤ照明５１を配置して、透過光を観察しているが、図示しない
が、微粒子含有シートに対してカメラと同じ側にＬＥＤ照明を配置して、反射光を観察し
てもよい。
　偽造防止用シートの検査装置では、微粒子の位置をマッピングし、データベースに保存
し、照合が可能である。
　検査において、微粒子含有層に微粒子が含有されていない領域があった場合には、レー
ザーマーキング装置を使用し、微粒子が含有されていない領域にマーキングを行い、偽造
防止用シートを所定の形状とする際に排除してもよい。
【０１５０】
　本発明の偽造防止用シートは、そのままラベルとして使用したり、転写箔として使用し
たりすることが可能である。また、偽造防止用シートは、ホログラム層を有する場合には
、ホログラムラベルやホログラム転写箔として使用することもできる。さらに、偽造防止
用シートは、偽造防止媒体へのラミネートフィルムとして使用することもできる。
　偽造防止用シート自体は光透過性を有するものとすることができるので、様々な偽造防
止媒体に適用することができる。
【０１５１】
　さらに、本発明の偽造防止用シートを偽造防止媒体に適用する際には、偽造防止媒体の
表面に偽造防止用シートを固着してもよく、偽造防止媒体が複数層から構成される場合に
は、偽造防止媒体の内部に偽造防止用シートを埋め込んでもよく、偽造防止媒体が紙で構
成される場合には、偽造防止用シートを細長く切断し、紙に抄き込んでもよい。偽造防止
媒体の表面に偽造防止用シートを固着する場合には、偽造防止用シートをそのまま貼付し
てもよく、転写箔加工を行って転写してもよい。転写方法としては、熱転写法が挙げられ
る。
　なお、偽造防止媒体については、後述の「Ｅ．偽造防止媒体」の項に記載するので、こ
こでの説明は省略する。
【０１５２】
　Ｅ．偽造防止媒体
　本発明の偽造防止媒体は、支持体上に、上述の微粒子が固定されていることを特徴とす
るものである。
【０１５３】
　図１２（ａ）、（ｂ）は本発明の偽造防止媒体の一例を示す模式図であり、図１２（ａ
）は上面図、図１２（ｂ）は図１２（ａ）のＤ－Ｄ線断面図である。図１２（ａ）、（ｂ
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）に示す偽造防止媒体３０においては、支持体３１の表面に、上述の微粒子１が透明樹脂
２１中に分散された微粒子含有層２２が固着されている。
【０１５４】
　図１３（ａ）～（ｃ）は本発明の偽造防止媒体の他の例を示す模式図であり、図１３（
ａ）は上面図、図１３（ｂ）は図１３（ａ）のＥ－Ｅ線断面図、図１３（ｃ）は偽造防止
媒体の積層構造を示す斜視図である。図１３（ａ）～（ｃ）に示す偽造防止媒体３０おい
ては、支持体３１上に第１樹脂層３２と上述の微粒子１が透明樹脂２１中に分散された微
粒子含有層２２からなる偽造防止用シート２０と第２樹脂層３３とが積層されており、偽
造防止媒体３０の内部に偽造防止用シート２０が埋め込まれている。偽造防止媒体の内部
に偽造防止用シートが埋め込まれている場合には、偽造防止用シートが剥がされて悪用さ
れるのを防ぐことができる。
【０１５５】
　本発明の偽造防止媒体においては、上述の微粒子を用いるので、偽造防止に非常に有用
である。また本発明においては、ルーペ等の簡易器具のみで、真贋判定を容易に行うこと
が可能である。
【０１５６】
　以下、本発明の偽造防止媒体における各構成について説明する。
　なお、微粒子については、上記「Ａ．微粒子」の項に詳しく記載したので、ここでの説
明は省略する。
【０１５７】
　微粒子としては、１種類の微粒子を用いてもよく、２種以上の微粒子を用いてもよい。
例えば、同一の立体形状を有する１種類の微粒子を用いてもよく、異なる立体形状を有す
る２種類以上の微粒子を用いてもよい。また、同一の立体形状を有し、同一の印を有する
１種類の微粒子を用いてもよく、同一の立体形状を有し、異なる印を有する２種類以上の
微粒子を用いてもよい。２種類以上の微粒子を用いる場合には、所定の意味を表現するよ
うに微粒子を組み合わせて使用することができる。
【０１５８】
　支持体上に微粒子を固定する方法としては、上述の偽造防止用インク、偽造防止用トナ
ー、偽造防止用シートを用いる方法が挙げられる。偽造防止用インクを用いる場合、支持
体上に偽造防止用インクを塗布し、固化させる方法が挙げられる。偽造防止用トナーを用
いる場合、支持体上に偽造防止用トナーを転写する方法が挙げられる。偽造防止用シート
を用いる場合、支持体の表面に偽造防止用シートを固着する方法、支持体と第１樹脂層と
偽造防止用シートと第２樹脂層とを積層する方法、支持体が紙である場合には、偽造防止
用シートを細長く切断し、紙に抄き込む方法が挙げられる。支持体の表面に偽造防止用シ
ートを固着する際には、そのまま貼ってもよく、転写してもよい。また、支持体と第１樹
脂層と偽造防止用シートと第２樹脂層との積層方法としては、例えば、各層を接着層を介
して積層する方法、各層を熱圧着により積層する方法等を挙げることができる。
【０１５９】
　本発明に用いられる支持体としては、本発明の偽造防止媒体の用途に応じて適宜選択さ
れるものである。支持体は、光透過性を有していてもよく有さなくてもよい。支持体の材
料としては、例えば、ガラス、樹脂、金属、紙等が挙げられる。
【０１６０】
　また、支持体と第１樹脂層と偽造防止用シートと第２樹脂層とが積層されている場合、
第１樹脂層は光透過性を有していてもよく有さなくてもよい。中でも、支持体と第１樹脂
層との間に、任意の情報を記録し得るまたは有する機能層（例えば受像層、ホログラム層
等）が形成されている場合には、第１樹脂層は光透過性を有することが好ましい。第１樹
脂層が光透過性を有する場合、その光透過性としては、偽造防止用シートを構成する基材
の光透過性と同様とすることができる。第１樹脂層としては、例えば一般的な樹脂基材を
用いることができる。
　一方、第２樹脂層は、光透過性を有するものである。第２樹脂層の光透過性としては、
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偽造防止用シートを構成する基材の光透過性と同様とすることができる。第２基材として
は、例えば一般的な樹脂基材を用いることができる。
【０１６１】
　本発明の偽造防止媒体の用途としては、例えば、金券、ギフトカード、クレジットカー
ド、ＩＤカード、パスポート、運転免許証、ブランド品、自動車部品、精密機器部品、家
電、化粧品、医薬品、食品、ＯＡサプライ品、スポーツ用品、ＣＤ、ＤＶＤ、ソフトウェ
ア、たばこ、お酒等を挙げることができる。
【０１６２】
　Ｆ．微粒子の製造方法
　本発明の微粒子の製造方法は、拡大して観察することで識別可能な立体形状を有し、上
記立体形状が少なくとも曲面を有する微粒子の製造方法であり、２つの実施態様を有する
。
【０１６３】
　第１実施態様は、拡大して観察することで識別可能な立体形状を有し、上記立体形状が
少なくとも曲面を有する微粒子の製造方法であって、基板上に、溶媒溶解性を有する犠牲
層および感光性樹脂層が順に積層された積層体を準備する積層体準備工程と、上記感光性
樹脂層に階調露光を施し、現像処理を行い、上記立体形状を形成する露光現像工程と、上
記犠牲層を溶解する犠牲層溶解工程とを有することを特徴とする微粒子の製造方法である
。
　第２実施態様は、拡大して観察することで識別可能な立体形状を有し、上記立体形状が
少なくとも曲面を有する微粒子の製造方法であって、基板上に感光性樹脂層が形成された
積層体を準備する積層体準備工程、および、上記感光性樹脂層に階調露光を施し、現像処
理を行い、上記立体形状または上記立体形状とは逆の立体形状を形成する露光現像工程を
有し、原版を形成する原版形成工程と、上記原版を用いて、上記微粒子を形成する微粒子
形成工程とを有することを特徴とする微粒子の製造方法である。
　以下、各実施態様に分けて説明する。
【０１６４】
　１．第１実施態様
　本実施態様の微粒子の製造方法は、拡大して観察することで識別可能な立体形状を有し
、上記立体形状が少なくとも曲面を有する微粒子の製造方法であって、基板上に、溶媒溶
解性を有する犠牲層および感光性樹脂層が順に積層された積層体を準備する積層体準備工
程と、上記感光性樹脂層に階調露光を施し、現像処理を行い、上記立体形状を形成する露
光現像工程と、上記犠牲層を溶解する犠牲層溶解工程とを有することを特徴とする。
【０１６５】
　図１４（ａ）～（ｅ）は本実施態様の微粒子の製造方法の一例を示す工程図である。ま
ず、図１４（ａ）に示すように、基板１２上に、溶媒溶解性を有する犠牲層１３と感光性
樹脂層１４ａとが順に積層された積層体１０を準備する（積層体準備工程）。次に、図１
４（ｂ）に示すように、感光性樹脂層１４ａに描画装置１６によりレーザー光１７を照射
して直接描画を行って、階調露光を施した後、現像処理を行い、図１４（ｃ）に示すよう
に、所定の立体形状２が形成された粒子層１４ｂを得る（露光現像工程）。次いで、図１
４（ｄ）に示すように、粒子層１４ｂおよび犠牲層１３が形成された基板１２を溶媒Ｓに
浸漬させ、犠牲層１３を溶解し、粒子層１４ｂを基板１２から分離する（犠牲層溶解工程
）。このようにして、図１４（ｅ）に示すように、所定の立体形状２を有する微粒子１を
得ることができる。
【０１６６】
　図１５（ａ）～（ｅ）は本実施態様の微粒子の製造方法の他の例を示す工程図である。
まず、図１５（ａ）に示すように、基板１２上に、溶媒溶解性を有する犠牲層１３と感光
性樹脂層１４ａとが順に積層された積層体１０を準備する（積層体準備工程）。次に、図
１５（ｂ）に示すように、感光性樹脂層１４ａに階調マスク１８を介して光１９を照射し
て、階調露光を施した後、現像処理を行い、図１５（ｃ）に示すように、所定の立体形状
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２が形成された粒子層１４ｂを得る（露光現像工程）。次いで、図１５（ｄ）に示すよう
に、粒子層１４ｂおよび犠牲層１３が形成された基板１２を溶媒Ｓに浸漬させ、犠牲層１
３を溶解し、粒子層１４ｂを基板１２から分離する（犠牲層溶解工程）。このようにして
、図１５（ｅ）に示すように、所定の立体形状２を有する微粒子１を得ることができる。
【０１６７】
　本実施態様においては、感光性樹脂を含有する微粒子を得ることができる。本実施態様
によれば、感光性樹脂層を階調露光を施して、所定の立体形状を有する微粒子を製造する
ので、生産性良く安価に微粒子を製造することが可能である。また、感光性樹脂層に階調
露光を施すので、複雑な立体形状も形成することが可能であり、偽造防止効果に優れる微
粒子を得ることが可能となる。
　以下、本実施態様の微粒子の製造方法における各工程について説明する。
【０１６８】
　（１）積層体準備工程
　本実施態様における積層体準備工程は、基板上に、溶媒溶解性を有する犠牲層と感光性
樹脂層とが順に積層された積層体を準備する工程である。
　以下、積層体における各構成について説明する。
【０１６９】
　（ａ）犠牲層
　本実施態様に用いられる犠牲層は、基板上に形成され、溶媒溶解性を有するものである
。
【０１７０】
　犠牲層の溶媒溶解性としては、特に限定されるものではなく、極性溶媒に対する溶解性
であってもよく、非極性溶媒に対する溶解性であってもよい。中でも、犠牲層は、極性溶
媒、特に水に対する溶解性を有することが好ましい。その他の溶剤を使用するよりも環境
に対し負荷の少ない処理とすることができるからである。
【０１７１】
　犠牲層の材料としては、溶媒溶解性を有するものであれば特に限定されるものではなく
、犠牲層が溶媒溶解性を有する溶媒の種類に応じて適宜選択される。具体的には、溶媒溶
解性を有する樹脂が用いられる。中でも、水溶性高分子化合物であることが好ましく、ポ
リビニルアルコールを用いることがさらに好ましい。ポリビニルアルコールは水に溶解す
る水溶性高分子化合物であり、水を用いることにより、その他の溶剤を使用するよりも環
境に対し負荷の少ない処理とすることができるからである。
【０１７２】
　犠牲層の膜厚としては、犠牲層が溶解可能な膜厚であれば特に限定されるものではない
。
　犠牲層の形成方法としては、公知の方法を用いることができる。
【０１７３】
　（ｂ）感光性樹脂層
　本実施態様に用いられる感光性樹脂層は、上記犠牲層上に形成されるものである。
　感光性樹脂層に含まれる感光性樹脂成分としては、ポジ型感光性樹脂成分およびネガ型
感光性樹脂成分のいずれも用いることができる。
【０１７４】
　感光性樹脂層の膜厚としては、所定の立体形状を形成可能な膜厚であれば特に限定され
るものではないが、上記「Ａ．微粒子」の項に記載した微粒子の厚みと同程度であること
が好ましい。
　感光性樹脂層の形成方法としては、公知の方法を用いることができる。
【０１７５】
　（ｃ）基板
　本実施態様に用いられる基板としては、上記の犠牲層および感光性樹脂層を基板上に形
成可能であれば特に限定されるものではなく、例えば、ガラス基板、樹脂基板等を用いる
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ことができる。
【０１７６】
　（２）露光現像工程
　本実施態様における露光現像工程は、上記感光性樹脂層に階調露光を施し、現像処理を
行い、上記立体形状を形成する工程である。
【０１７７】
　感光性樹脂層に階調露光を施す方法としては、感光性樹脂層に階調露光を施し、現像処
理を行うことで、所定の立体形状を形成可能であれば特に限定されるものではないが、感
光性樹脂層に描画装置により直接描画を行う方法、および、階調マスクを用いる方法が好
ましい。複雑な立体形状も形成可能となるからである。
【０１７８】
　感光性樹脂層に描画装置により直接描画を行う方法の場合、描画装置としては、例えば
、レーザー描画装置や電子線描画装置を用いることができる。
　本実施態様において、所定の立体形状の他に所定の印を有する微粒子を製造する場合に
も、１回の直接描画を行うことで、立体形状および印を形成することができる。
【０１７９】
　また、階調マスクを用いる方法の場合、階調マスクとしては、例えば、露光波長では解
像しない微細なドットパターンの分布状態により、露光する際の透過光量（露光量）分布
を制御するフォトマスクや、透明基板上に遮光剤が所定の濃度パターンで分散しているフ
ォトマスク（グレイマスク）を用いることができる。
　ドットパターンのフォトマスクについては、特開２００４－２９６５９０号公報を参照
することができる。また、グレイマスクについては、特開２００２－６４７３号公報を参
照することができる。
　本実施態様において、所定の立体形状の他に所定の印を有する微粒子を製造する場合に
は、２種類の階調マスクを準備し、階調マスクを変えて２回露光することで、立体形状お
よび印を形成することができる。
【０１８０】
　現像処理を行う方法としては、特に限定されるものではないが、例えば現像液を用いる
方法等を挙げることができる。現像液としては、一般的な現像液を用いることができ、感
光性樹脂層の種類等に応じて適宜選択される。
【０１８１】
　（３）犠牲層溶解工程
　本実施態様における犠牲層溶解工程は、上記犠牲層を溶解する工程である。
　犠牲層を溶解する方法としては、例えば、溶媒に浸漬する方法を挙げることができる。
この際、超音波を併用してもよい。
　溶媒としては、犠牲層の溶媒溶解性に応じて適宜選択される。中でも極性溶媒、特に水
を使用することが好ましい。犠牲層溶解工程において発生する廃液処理において、その他
の溶剤を使用するよりも環境に対し負荷の少ない処理とすることができるからである。
【０１８２】
　（４）微粒子回収工程
　本実施態様においては、犠牲層溶解工程後に、通常、微粒子を回収する微粒子回収工程
が行われる。
　微粒子を回収する方法としては、例えば、犠牲層が溶解した溶媒を含有する溶液中で微
粒子を沈降させる方法を挙げることができる。この際、微粒子を沈降させるために、遠心
分離を行ってもよい。
　また、微粒子を回収した後は、分級を行ってもよい。これにより、立体形状の識別が困
難であるような非常に小さい微粒子を取り除くことができるからである。
　なお、微粒子のその他の点については、上記「Ａ．微粒子」の項に記載したものと同様
であるので、ここでの説明は省略する。
【０１８３】
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　２．第２実施態様
　本実施態様の微粒子の製造方法は、拡大して観察することで識別可能な立体形状を有し
、上記立体形状が少なくとも曲面を有する微粒子の製造方法であって、基板上に感光性樹
脂層が形成された積層体を準備する積層体準備工程、および、上記感光性樹脂層に階調露
光を施し、現像処理を行い、上記立体形状または上記立体形状とは逆の立体形状を形成す
る露光現像工程を有し、原版を形成する原版形成工程と、上記原版を用いて、上記微粒子
を形成する微粒子形成工程とを有することを特徴とする。
【０１８４】
　図１６（ａ）～（ｅ）は本実施態様の微粒子の製造方法の一例を示す工程図である。ま
ず、図１６（ａ）に示すように、基板４２上に感光性樹脂層４４ａが形成された積層体４
０を準備する（積層体準備工程）。次に、図１６（ｂ）に示すように、感光性樹脂層４４
ａに描画装置１６によりレーザー光１７を照射して直接描画を行って、階調露光を施した
後、現像処理を行い、図１６（ｃ）に示すように、所定の立体形状とは逆の立体形状４５
ａが形成された鋳型層４４ｂを得る（露光現像工程）。これにより、原版４１が得られる
（原版形成工程）。次に、図１６（ｄ）に示すように、原版４１の鋳型層４４ｂの立体形
状４５ａが形成された凹部に微粒子用材料４６を充填し、微粒子用材料４６を固化させた
後、原版４１から取り外し、図１６（ｅ）に示すように、所定の立体形状２を有する微粒
子１を得ることができる（微粒子形成工程）。
【０１８５】
　図１７（ａ）～（ｇ）は本実施態様の微粒子の製造方法の他の例を示す工程図である。
まず、図１７（ａ）に示すように、基板４２上に感光性樹脂層４４ａが形成された積層体
４０を準備する（積層体準備工程）。次に、図１７（ｂ）に示すように、感光性樹脂層４
４ａに階調マスク１８を介して光１９を照射して、階調露光を施した後、現像処理を行い
、図１７（ｃ）に示すように、所定の立体形状と同一の立体形状４５ｂが形成された鋳型
層４４ｂを得る（露光現像工程）。次いで、図１７（ｄ）に示すように、鋳型層４４ｂ上
に金属の蒸着またはメッキを行って、立体形状４５ｂ、すなわち所定の立体形状とは逆の
立体形状４５ａを有する第２鋳型層４７を形成し、図１７（ｅ）に示すように、第２鋳型
層４７から鋳型層４４ｂを剥離する。これにより、原版４１が得られる（原版形成工程）
。次に、図１７（ｆ）に示すように、原版４１（第２鋳型層４７）の立体形状４５ａが形
成された凹部に微粒子用材料４６を充填し、微粒子用材料４６を固化させた後、原版４１
から取り外し、図１７（ｇ）に示すように、所定の立体形状２を有する微粒子１を得るこ
とができる（微粒子形成工程）。
【０１８６】
　本実施態様においては、原版を用いて微粒子を形成するので、微粒子用材料に樹脂成分
、金属等の種々の材料を使用することができ、微粒子の材料の選択肢が広がるという利点
を有する。また本実施態様によれば、感光性樹脂層に階調露光を施して、原版を作製する
ので、生産性良く安価に微粒子を製造することが可能である。また、感光性樹脂層に階調
露光を施すので、複雑な立体形状も形成することが可能であり、偽造防止効果に優れる微
粒子を得ることが可能となる。
　以下、本実施態様の微粒子の製造方法における各工程について説明する。
【０１８７】
　（１）原版形成工程
　本実施態様における原版形成工程は、基板上に感光性樹脂層が形成された積層体を準備
する積層体準備工程と、上記感光性樹脂層に階調露光を施し、現像処理を行い、上記立体
形状または上記立体形状とは逆の立体形状を形成する露光現像工程とを有し、原版を形成
する工程である。
　以下、原版形成工程のおける各工程について説明する。
【０１８８】
　（ａ）積層体準備工程
　本実施態様における積層体準備工程は、基板上に感光性樹脂層が形成された積層体を準
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備する工程である。
　なお、基板および感光性樹脂層については、上記第１実施態様に記載したものと同様と
することができるので、ここでの説明は省略する。
【０１８９】
　（ｂ）露光現像工程
　本実施態様における露光現像工程は、上記感光性樹脂層に階調露光を施し、現像処理を
行い、上記立体形状または上記立体形状とは逆の立体形状を形成する工程である。
【０１９０】
　なお、階調露光および現像処理については、上記第１実施態様に記載したものと同様と
することができるので、ここでの説明は省略する。
【０１９１】
　本工程において、微粒子が有する立体形状と同一の立体形状を形成するか、微粒子が有
する立体形状と逆の立体形状を形成するかは、原版の形成方法に応じて適宜選択される。
なお、原版を形成する際の複製方法については、公知の方法を用いることができる。
【０１９２】
　（ｃ）原版
　本実施態様における原版としては、微粒子が有する立体形状は逆の立体形状を有するも
のであれば特に限定されるものではなく、原版の形成方法に応じて適宜選択される。原版
における逆の立体形状を有する層の材料は、樹脂であってもよく金属であってよい。金属
の場合には、耐久性が高いという利点を有する。
　原版は、離型処理が施されていてもよい。
【０１９３】
　（２）微粒子形成工程
　本実施態様における微粒子形成工程は、上記原版を用いて、微粒子を形成する工程であ
る。
【０１９４】
　原版を用いて微粒子を形成する方法としては、原版の逆の立体形状が形成された凹部に
微粒子用材料を充填し、固化させる方法や、原版を樹脂層に型押しする方法を挙げること
ができる。
【０１９５】
　微粒子用材料としては、原版を用いて所定の立体形状を有する微粒子を製造できる材料
であれば特に限定されるものではなく、例えば、樹脂成分、金属、金属化合物等を用いる
ことができる。なお、これらの材料については、上記「Ａ．微粒子」の項に記載したもの
と同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。
　微粒子用材料の充填方法としては、微粒子用材料の種類に応じて適宜選択される。樹脂
成分を用いる場合には、微粒子用材料を塗布する方法が挙げられる。また、金属や金属化
合物を用いる場合には、微粒子用材料を蒸着する方法が挙げられる。金属の場合には、メ
ッキ法も適用することができる。
　微粒子用材料の固化方法としては、微粒子用材料の種類に応じて適宜選択される。樹脂
成分が硬化性樹脂成分である場合には、光や熱による硬化方法が用いられる。樹脂成分が
熱可塑性樹脂成分である場合には、冷却する方法が用いられる。
【０１９６】
　また、原版を型押しする樹脂層に用いられる樹脂としては、上記「Ａ．微粒子」の項に
記載したものと同様とすることができる。
　樹脂層への原版の型押しを行った後は、樹脂層を打ち抜くことで、微粒子を製造するこ
とができる。樹脂層を打ち抜く際には、型押し後に、金型により樹脂層を打ち抜いてもよ
く、原版が金属製である場合には、原版により型押しと当時に打ち抜きを行ってもよい。
また、型押し後に、レーザーにより樹脂層を切断することで、微粒子を製造することもで
きる。
【０１９７】
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　得られた微粒子には、分級を行ってもよい。これにより、立体形状の識別が困難である
ような非常に小さい微粒子を取り除くことができるからである。
　なお、微粒子のその他の点については、上記「Ａ．微粒子」の項に記載したものと同様
であるので、ここでの説明は省略する。
【０１９８】
　３．他の実施態様
　本発明においては、樹脂層や金属層に切削加工やレーザー加工を行うことにより、所定
の立体形状または逆の立体形状を形成することもできる。切削加工およびレーザー加工と
しては、所定の立体形状を形成可能であれば特に限定されるものではなく、公知の方法を
用いることができる。
　また、本発明においては、光造形法により、所定の立体形状または逆の立体形状を形成
することもできる。光造形法としては、公知の方法を適用することができる。
【０１９９】
　本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は例示であり、本発
明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な作用効
果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【実施例】
【０２００】
　以下、実施例を挙げて本発明を具体的に説明する。
　（犠牲層の形成）
　100mm×100mm×0.7mmの無アルカリガラス（HOYA製NA35）基板上に、固形分20wt%のポリ
ビニルアルコール水溶液をスピンコーターにて550rpmの条件で塗布し、ホットプレートで
110℃にて10分間乾燥することにより、膜厚1μｍのポリビニルアルコール層を形成した。
【０２０１】
　（感光性樹脂層の形成）
　犠牲層を形成した基板を脱水ベイクした後、ヘキサメチルジンラザンを気化した気体を
噴霧し、密着性向上処理を行った（HMDS処理）。次に犠牲層上にポジ型レジスト材料（東
京応化製PMER-HA1300PM）をスピンコーターにて350rpmの条件にて塗布し、ホットプレー
トで130℃にて15分間乾燥することにより、膜厚25μｍの感光性樹脂層を形成した。
【０２０２】
　（露光現像）
　100μｍ×100μｍの10,000個のティーポットのパターンが描画された、微細なドットパ
ターンからなるポジ型階調マスクを用い、ＵＶアライナーより365nmの紫外光を800mJ照射
した。ポジ型レジスト現像液（東京応化製NMD-3）を用いて5分間現像した後、水にて10秒
間リンスした。感光性樹脂層は100μｍ×100μｍ×20μｍの10,000個のティーポット形状
にパターニングされ、各ティーポットの形状は階調マスクに応じた立体的な曲面を有する
形状となった。
【０２０３】
　（微粒子回収工程）
　現像後の基板を水に浸漬させ、超音波処理水槽に入れ、３分間超音波を印加した。犠牲
層は溶解し、ティーポットのパターンが基板より剥離した。浸漬させた水を回収、乾燥さ
せることにより、ティーポット型の立体曲面形状を有する100μｍ×100μｍ×20μｍの10
,000個の微粒子を抽出することができた。
【符号の説明】
【０２０４】
　１、１Ａ、１Ｂ、１Ｃ　…　微粒子
　２　…　立体形状
　３　…　印
　５　…　微粒子の表面
　６　…　微粒子の裏面
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　１０、４０　…　積層体
　１２、４２　…　基板
　１３　…　犠牲層
　１４ａ、４４ａ　…　感光性樹脂層
　１４ｂ　…　粒子層
　２０　…　偽造防止用シート
　２１　…　透明樹脂
　２２　…　微粒子含有層
　２３　…　剥離層
　２４　…　粘着層
　２５　…　基材
　２６　…　ハードコート層
　２７　…　ホログラム層
　３０　…　偽造防止媒体
　３１　…　支持体
　４１　…　原版
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